
 

 

令和３年度 第２回 見附市国民健康保険運営協議会 会議録（要旨） 

 

１．日  時  令和 4年 2月 16日（水）午後 1時 30分開始 

２．場  所  見附市保健福祉センター２Ｆ 会議室 

３．協  議   

会長、会長代理の選出 会長：岡村正男委員、会長代理：大原敬之助委員 

４．会議録署名委員の指名 １号委員 岩渕委員 

５．説明事項 

   国民健康保険の概要・運営協議会の概要について 

６．報告事項 

① 令和３年度見附市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて 

② 令和４年度見附市国民健康保険税率改定検討結果について 

③ 令和４年度国保制度の主な変更点について 

７．審議事項 

① 令和４年度見附市国民健康保険事業運営方針等について 

② 令和４年度見附市国民健康保険事業特別会計当初予算案について 

８．出 席 者 

１号委員   小此鬼委員、岩渕委員、小川委員、加藤委員 

２号委員   山谷委員、井口委員、山田委員、大原委員 

３号委員   岡村委員、大原委員、高橋委員 

４号委員   小柳委員 

見 附 市   池山課長、田伏課長補佐、井口係長、野崎係長、小林主査 

９．欠 席 者   田隈委員（３号委員）、上谷委員、石塚委員（４号委員） 

１０．散会時間   午後 2時 10分 

１１．会議概要  以下のとおり 

井口係長  只今より、令和 3年度第 2回見附市国民健康保険運営協議会を開催いた

します。 

 はじめに、健康福祉課の池山課長よりご挨拶申し上げます。 

池山課長 本日はお忙しい中、また道足の悪い中、令和 3年度第 2回見附市国民健

康保険運営協議会にご出席いただきありがとうございます。現在、オミク

ロン株に変異した新型コロナウイルスが猛威を振っており、全国 36 都道

府県がまん延防止等重点措置区域に指定され、新潟県におきましては、3

月 6 日まで期間が延長されています。見附市もおきましても、昨日 19 名



 

 

の感染者が出るなど、これまでに 250名を超える感染者が出ております。

市民の皆様には引き続き感染防止対策の徹底をお願いするとともに、市と

しましては、新型コロナウイルスワクチン 3回目の接種につきまして、地

元医師会の先生方からはすでに個別接種を始めていただいているほか、本

日からは本センターを会場に集団接種を開始するなど、接種を本格化さ

せ、コロナ終息に向けまして市民の皆様のご協力を得ながら取り組んでい

きたいと考えているところでございます。 

さて、本日の議題につきましては次第にありますように報告事項が3件、

審議事項が 2 件ございます。報告事項の 1 点目として、「令和 3 年度見附

市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて」、2点目は、「令和 4年

度国民健康保険税率改定検討結果について」、3点目は、「令和 4 年度国保

制度の主な改正について」、それぞれご報告させていただきます。また審

議事項の 1 点目として、「令和 4 年度見附市国民健康保険事業運営方針等

について」、2 点目は、来月 3 月 3 日から見附市議会 3 月定例会が開会い

たしますが、そこに議案としまして「令和 4年度国民健康保険事業特別会

計の予算案」を上程させていただくことになっております。事前に委員の

皆様にご説明させていただきますので、新年度における国民健康保険事業

の適正な運営に向けまして忌憚のないご意見をいただけたらと思ってお

ります。それでは本日はよろしくお願いいたします。 

井口係長 続いて、資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議は、事前にお送りしてあります資料をもとに説明させていた

だきます。事前にお送りした資料ですが、会議次第、委員名簿、資料 1「国

民健康保険制度と見附市の国民健康保険について」、資料 2「令和 3年度見

附市国民健康保険事業特別会計決算見込み」、資料 3「令和 4年度国民健康

保険税率について」、資料 4「令和 4年度国保制度の主な変更点について」、

資料 5「令和 4 年度見附市国民健康保険事業運営方針（案）」、資料 6「令

和 4年度見附市国民健康保険事業特別会計予算案」、資料 6－2「国民健康

保険事業特別会計予算項目説明」となります。 

資料が足りておられない方、今日お持ちでない方がおられましたら、挙

手でお知らせください。 

また、今回新たに委員になられた皆さんの机の上には「見附市国保デー

タヘルス計画」、「見附市の国保」を置かせていただきました。「見附市国保

データヘルス計画」は平成 30 年度から令和 5 年度までの保健事業に関す

る計画になります。本日の会議では使用しませんが、お持ち帰りいただき

後ほどご覧いただければと思います。 

それでは、本日の会議は、委員改選後の最初の会議となりますので、次

第 3の協議まで、池山課長より進行させていただきます。よろしくお願い

いたします。 



 

 

池山課長 まず、この度の見附市国民健康保険運営協議会の委員の改選にあたり、

皆様から快く委員を引き受けていただき、大変ありがとうございました。

令和 7年 3月 31日までの任期となりますがどうぞよろしくお願いします。 

はじめに会議成立の報告をさせていただきます。 

本日の会議は、3号委員の田隈委員、4号委員の上谷委員、石塚委員の 3

名から都合により欠席というご連絡をいただいております。国保運営協議

会の委員 15名中、12 名の出席で、半数以上の出席を得ておりますので、

本協議会規則第 3 条により会議が成立しておりますことをご報告いたし

ます。  

また、本協議会は「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき、傍

聴希望者がいる場合、傍聴を認めております。本日の会議の傍聴希望者は

おりませんでしたのでご報告します。 

続きまして、本日は委員改選後、初めての会議で新たに委員になられた

方もおられますので、皆様から自己紹介をお願いしたいと思います。お手

元の委員名簿をご覧ください。それでは、第 1号委員の小比鬼委員から順

にお願いいたします。 

（各委員自己紹介） 

（最後に事務局自己紹介） 

それでは次第に沿って進めさせていただきます。 

次第「3 協議」の会長、会長代理の選出でございますが、国民健康保険

法施行令第 5条の規定により、3号委員の公益代表委員の中から、各 1名

を選挙するということになっておりますが、ご意見等ありましたらお願い

します。 

いかが取り計らいましょうか。 

（『事務局案をお示し下さい』の声） 

ただいま事務局案提示の声がありましたので、事務局としては、前任期

で会長でありました岡村委員に会長職を、会長代理職にも同じく大原委員

をお願いしたいと思いますが如何でしょうか。 

（『異議なし』の声）  

ご異議が無いようでございますので、会長は岡村委員、会長代理は大原

委員にお願いします。 

岡村会長、大原会長代理より一言ずつご挨拶をお願いします。 

（あいさつ） 

ありがとうございました。これからの進行は岡村会長にお願いしたいと

思います。 

岡村会長 それでは議事に入ります前に、会議録署名委員を指名いたします。会議

録署名委員には、1 号委員の岩渕委員を指名いたしますので、よろしくお

願いいたします。 



 

 

 それでは次第 4の「説明」に移ります。 

「国民健康保険の概要・運営協議会の概要について」事務局お願いします。 

井口係長 あらためまして、健康福祉課国保医療係長の井口と申します。 

次第 4 番のところでは、本日が委員改選後の最初の運営協議会ですの

で、最初にごく簡単ではございますが、国民健康保険の概要・運営協議会

の概要についてお話をさせていただきます。 

右上に「資料 1【4説明】」と書いてある資料をご覧ください。 

まず「国民健康保険制度の概要」です。国保制度は相互扶助の精神にの

っとり、市町村住民を対象として、病気、けがなどの場合に保険給付を行

う社会保障制度です。被用者保険（いわゆる会社にお勤めの人の入られる

社会保険）や 75 歳以上の方が入られる後期高齢者医療など、他の保険に

加入されない方が加入されます。平成 29 年度までは市町村単位で運営し

必要な療養給付費などを保険税や国・県補助などで賄う形で運営していま

したが、持続可能な医療保険制度を構築するために、平成 30 年度から都

道府県が市町村とともに保険者として、財政運営の責任主体となる事で安

定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等において中心的な役割を担

う新たな国保制度が始まりました。 

次に見附市国保の基本的なデータを記載してあります。昨年度末の時点

の数字では被保険者数が 7,537人で市全体の 18.92％、世帯数が 4,810世

帯で 31.63％です。給付費・つまり保険から病院などに支払うお金（医療

費にあたるもの）は年間で約 25 億円、一方で被保険者の皆さんから保険

税として国保に支払っていただくお金は約 6億 2千万円となっています。

見附市国保は概ねこのような規模となっています。 

次に国保運営協議会について説明します。国保運営協議会は国保事業の

運営に関する重要事項を審議するために市町村に設置されるものです。国

民健康保険法第 11 条に規定されていて委員の任命は市長が行い、任期は

3年となります。 

国民健康保険税の変更など重要事項について市長の諮問に対して審議

し、意見を述べることができます。 

協議会の開催は概ね年 2回で例年 8月と 2月に開催します。また、毎年

8 月に朱鷺メッセで国保運営協議会委員研修会といって内容的には国保中

央会や医師の講演を聞くというものがありますので、ご都合がつけばご出

席いただければと思います。 

最後に平成 30 年度以降の国保財政の仕組みについてです。先ほど平成

30 年度から県も財政運営の責任主体になる新しい国保制度が始まったと

お話しましたが、具体的にはこの図のようになります。 

平成 29 年度までは左側の図のように市が単独で運営していて、保険給

付費を支払う為に必要な保険税率を設定し保険税収入と国や県からもら



 

 

える公費と合わせて保険給付費を賄っていました。 

それが平成 30 年度からは県が財政の責任主体となりましたので、右側

の図のように市は県から示された納付金を支払うようになりました。納付

金を支払える保険税率を設定することになります。県は市が支払った保険

給付費を全額交付金として市へ交付するので、急に給付費が増額したとし

ても県から全て交付金で賄われるようになりました。 

ここのお金の流れはこの後お話する来年度の保険税率や予算のところ

でも関係してきますのでご承知おきいただければと思います。裏面には国

保運営協議会の根拠となる国民健康保険法施行令の国保運営協議会に該

当する部分を抜粋してありますのであとでご覧いただければと思います。

次第 4の説明事項については以上です。 

岡村会長 ただいまの説明に対しご質問のある方はお願いします。 

岡村会長   続いて、次第 5の報告に移ります。①「令和 3年度見附市国民健康保険

事業特別会計決算見込みについて」、②「令和 4 年度見附市国民健康保険

税率改定検討結果について」、③「令和 4 年度国保制度の主な変更点につ

いて」、一括して事務局の説明を求めます。 

井口係長 それでは、報告事項 1番「令和 3年度見附市国民健康保険事業特別会計

決算見込みについて」から説明してきます。資料 2をご覧ください。また

項目説明の資料が資料 6-2にありますので併せてご覧ください。1月の時

点で作成した今年度の決算の見込みになります。まず左側の歳入をご覧く

ださい。 

各項目の左にある番号で 1 番から 15 番が国民健康保険税の収入見込み

額になります。これは国保加入者から納めてもらう保険税ということにな

ります。現在の調定額に対し現年度分は収納率を 96.5％、滞納繰越分は

30％として見込んだ数字になり、合計で約 6億 900万円の見込みになりま

す。 

17 番の国庫補助金、19 番の県補助金はほとんどが見込額を記載してい

ます。県補助金は 20番から 24番の項目に分かれていますが全て県からも

らえる補助金ということです。 

27 番一般会計繰入金は約 3 億 3,200 万円。市の一般会計から国保特別

会計に繰り入れるもので、このうち 28、29，32番は確定額になります。 

歳入合計見込額は約 36億 9,700万円となります。 

次に右側の歳出をご覧ください。歳出は確定額が 54 番の国保事業納付

金だけであり、それ以外は予算と同額か見込み額を記載しています。歳出

に関しては予算額を超えて支払う事はありませんので歳出の最大見込に

なります。38 番の保険給付費は大きく言って医療費にあたる分になりま

す。55番の保健事業費は特定健診の費用や人間ドック、脳ドックの費用な

どになります。 



 

 

歳出見込み額は約 35億 4,500万円になります。 

歳入歳出を差引きした形式収支では約 1億 5,200万円のプラスとなりま

す。歳入の 34 番で繰越金が 1 億 3,100 万円でしたので令和 3 年度単年で

みると差し引き約 2,100万円の黒字の見込みとなります。見附市では一般

会計繰入金も法定内のもののみで、決算見込みも黒字の見込みですので、

令和 3年度も健全な経営ができたのではないかと考えています。 

 

次に報告事項 2番の「令和 4年度国民健康保険税率改定検討結果につい

て」説明します。資料 3をご覧ください。 

年明けに県から来年度の国保税率を決めるのに必要な数字が提示され

ました。これをもとに検討し、税率を改正せずに据え置くこととしました

ので説明いたします。 

１番概要をご覧ください。先ほどの「国民健康保険の概要」でも説明し

ましたが、県が医療給付費等に充てるため市町村から納付金を徴収しま

す。この納付金を納められるだけの税収を確保できるよう毎年税率を検討

します。 

2番【県提示の国保税必要額】は前年度から約 2,300万円減りまして約

6億 4,500万円です。 

【税率改正の検討】①をご覧ください。今の税率を据え置きにした場合

の試算では不足は生じずに約 2,600 万円の余裕があるという結果になり

ました。しかし、これは所得が令和 2年と変わらないという条件での試算

になります。新型コロナの影響で所得は減少することが見込まれますの

で、国保税も所得割分が減少する事が想定されます。そこで②をご覧くだ

さい。 

これは国保加入者の所得が 6％減少した想定で試算したものになりま

す。それだと約 720万円の余裕があるという結果になりました。また、も

っと減少が大きく 1割所得が減少した場合は約 530万円の不足、2 割減少

した場合は約 3,700万円の不足という試算結果が出ています。 

このように、下振れリスクに備えることが必要ということ、また、現在

国保は基金で約 1億 5千万円保有していますし、先ほど説明しました決算

による繰越もある程度見込まれておりますので、仮に所得が大きく減少し

て税収が減少してもある程度対応が可能だということなどを勘案して、令

和 4年度国保税率は改正を行わずに据え置きとしたいと思います。 

 

最後に報告事項の 3 番、「令和 4 年度国保制度の主な改正について」で

す。資料 4をご覧ください。 

まず一つ目ですが、「未就学児に係る被保険者均等割額の軽減」です。こ

れは少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、令和 4



 

 

年度分以降の国民健康保険税について、未就学児の均等割額を 5割軽減す

るものです。国保税条例を 12月議会（1月開催）で改正しております。 

二つ目ですが「国保税の賦課限度額の引き上げ」です。近年はほぼ毎年

国保税の賦課限度額、軽減判定所得が見直されてきましたが、厚労省方針

により令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響による景気の動向

などが不透明であることなどから、見直しは行わず据え置きとなっていま

した。令和 4 年度は基礎課税額（医療分）の賦課限度額を 65 万円（現行

63万円）に、後期支援分を 20万円（現行 19万円）に引き上げられる予定

です。 

報告事項については以上です。 

岡村会長  ただいまの事務局の説明に対しご質問、ご意見のある方はお願いしま

す。 

岡村会長  次に、次第 6の審議に移ります。 

なお、審議事項の①、②は、いずれも見附市長からの諮問事項となって

おりますので、審議を経て、市長へ答申することとなります。 

それでは、①「令和 4年度見附市国民健康保険事業運営方針等について」、

②「令和 4 年度見附市国民健康保険事業特別会計当初予算案について」、

一括で事務局の説明を求めます。 

井口係長 資料 5をご覧ください。毎年この 2月の運営協議会で次年度の運営方針

についてご承認をいただいているところです。令和 4年度においても、こ

れまでと同様にここに記載のとおり１番の財政安定化対策から６番の広

報活動の推進についての 6項目を重点的に進めていくことといたします。 

まず、1 番「財政安定化対策」については適正な税率の設定などを経て

財政の安定運営に努める旨記載しています。 

2番「保険税の収納対策」ですが、こちらは税務課で実施しております。 

内容としては例年と同じ内容のものですが、④に記載のとおりペイペイ

などのキャッシュレス決済での納付など新しい取り組みも始まっている

ことにより被保険者の利便性が図られています。 

令和 2 年度の国保税収納率は現年度分が 97.00％で 20 市中 7 位、滞納

繰越分は 34.94％で 20 市中 1 位というと高水準になっておりますので例

年と同様の内容にはなりますがこれらの収納対策を継続していきます。 

次に 3番「適用の適正化対策」においては日本年金機構提供の年金情報

により国保の手続きを行っていない方に対し資格喪失や加入の手続きを

促すこと、また所得未申告者に対し申告勧奨し正確な所得の把握に努める

ことを記載しています。 

次に 4番「医療費適正化の推進」ですが①から③については専門職員の

レセプト点検等による医療費の適正化を図ること、④⑤で医療費通知やジ

ェネリック医薬品の差額通知の送付などによる適正化の取り組みについ



 

 

て記載しています。 

次に 5番「保健事業の推進」についてです。 

①は第 2 期データヘルス計画に基づく効率的な保健事業の実施につい

て記載しています。 

②は人間ドックと脳ドックの助成事業の実施です。引き続き人間ドック

は市外 4箇所の健診機関と、脳ドックについても見附市立病院をはじめ 4

か所の健診機関と委託契約を結び実施をする予定です。 

次に 6番「広報活動の推進」についてです。 

①、②として、広報みつけ、年 3回発行している『国保 健康だより』、

見附市ホームページを活用する他、制度を説明したチラシを送付すること

で、わかりやすく情報をお伝えしていきたいと考えています。 

最後に、7 番の「会議等の予定」ですが、表左側が運営協議会関係にな

ります。例年どおり、8月と 2月に 2回の開催を予定しております。 

以上で令和 4年度見附市国保運営方針案の説明を終わります。 

 

続いて、審議事項 2 番、「令和 4 年度国民健康保険事業特別会計の予算

案」について説明いたします。資料 6をご覧ください。 

この予算案は、3 月市議会に上程いたしますが、それに先立ち、この運

営協議会でご説明させていただくものです。なお、歳入歳出それぞれの項

目についての説明は資料 6-2に記載しておりますので、そちらもあわせて

ご覧ください。 

はじめに、歳入について説明します。 

1 番の国民健康保険税についてですが、被保険者数の減少などを考慮し

前年度に比べ 3,200万円の減の 5億 3,300万円となっています。 

19 番県補助金のうち、20 番普通交付金は見附市が支払った保険給付費

を県が全額交付するというものになります。歳出の 39番から 51番がこれ

に対応するものとなります。5,000万円ほど減の見込みです。 

次に歳出について説明します。右側をご覧ください。 

 37番総務費は職員給与を含む事務費になります。38番から 53番は保険

給付費です。保険給付費も歳入 20 番の普通交付金と同様約 5 千万円の減

となっています。 

 54 番の国保事業納付金は先ほど国保税率検討のところで説明しました

ように県への納付額が減少しており、前年度に比べ約 2,200万円の減とな

っています。他、ご覧のとおりです。 

以上、令和 4年度国保特会の予算規模としましては、歳入歳出ともに 34

億 3,600万円で、前年度と比べ 8,200万円の減額となっています。 

報告については以上になります。 

岡村会長  ただいまの事務局の説明に対しご質問、ご意見のある方はお願いしま



 

 

す。 

岡村会長 ご意見が無いようでございますので、審議事項の①、②については原案

のとおり承認し、答申することで、ご異議ございませんでしょうか。 

 （『異議なし』の声） 

岡村会長 ご異議が無いようですので、原案のとおり答申することといたします。 

それでは「7その他」として、事務局のほうで何かあればお願いします。 

井口係長  次回は 8月開催予定となります。よろしくお願いします。 

岡村会長  それでは以上を持ちまして会議を終了させていただきます。ありがとう

ございました。 

（終了：午後 2時 10分） 
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